
表４ 選定事業場の数 

 

一次調査対象 

事業場数 

二次調査対象事業

場数 

の目安 

その他 

～５ 

６～１０ 

１１～２０ 

２１～３０ 

３１～ 

全数 

６０％ 

４０％ 

３０％ 

２０％ 

※左記の目安については、個人ばく露測定

者の数が確保できる場合には、目安をこの

割合を下回ることができる。 

※特殊な作業については、左記目安の割合

に関係なくばく露調査を実施することとす

る。 

 

② ばく露の推定が難しい場合の対応 

ばく露が高いと推定される事業場の推定が難しいと判断される場合には、

以下の手法を参考にランダムサンプリングを行うことが適当である。 

 

（事業場のランダムサンプリングの手順）     

 

・ 目  的 

ばく露が高い事業場の推定が困難な場合においては、高いばく露の事業場

を１つ以上含むサンプリンググループを選定すること。 

 

         ・ 手  順 

【ステップ１】 

下表を使ってサンプリングすべき事業場の数を決定する。本表は信頼度

90％の確率でばく露レベルが上位10％のばく露が高い事業場が1つ以上含

まれるサンプルサイズ（必要なサンプル数：ｎ）を示す。 

 

表５ 選定事業場の数 

 

元のグループ 

サイズ（Ｎ） 

必要サンプル数 

（ｎ） 

元のグループ 

サイズ（Ｎ） 

必要サンプル数 

（ｎ） 

～７ 

８ 

９ 

１０ 

１１～１２ 

１３～１４ 

１５～１７ 

１８～２０ 

全数 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

２１～２４ 

２５～２７ 

２８～３３ 

３４～４１ 

４２～５４ 

５５～７６ 

７７～１２２ 

１２３～２７３ 

２７４～∞ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 



【ステップ２】 

乱数表を使って以下の手順に従って事業場を選定する。 

 

（乱数表の使用手順）                        

a グループの事業場毎に１～Ｎの番号を割り当てる。 

b 乱数表＊において任意の出発点を選び、次にその下方の数字を読んで

いき、Ｎより大きな数又は０を除き１～Ｎの数から必要サンプルをｎ

個選択。その列のみで見つからない場合は次の列に戻り、もし、最終

列の終わりまでいった場合には、１列の初めに戻り選択する。 

c 選択された番号の事業場を測定の対象とする。 

d  なお、選定事業場における個人ばく露測定の対象作業者数は作業毎に

可及的に多いことが望まれるが、選定事業場のうち一部の事業場の一

部の作業場所に偏り過ぎた測定にならないよう留意する。その目安と

しては、同一事業場の同一作業から選定される被測定者の数は全数の

３分の１を超えないようにする。 

 

＊ 乱数表は別紙３（日本工業規格（JIS）Z9031:2001の付表１）を用いる。 

 

③ 対象化学物質を特殊な用途又は特殊な作業に用いている事業場の選定方法 

特殊な用途・作業のある事業場については、当該事業場数に関わりなく個々

の報告内容を確認し、２次調査を行う。 

 

 

(イ) ばく露実態調査（２次調査）の内容 

ばく露実態調査は、作業実態のヒアリング（事前調査）とばく露濃度の実

      測の２段階で行う。 

 

① 作業実態のヒアリング（事前調査） 

事前調査については、調査員が実際に事業場に入り、ばく露の高い作業者、

      作業の推定及びばく露要因の分析が可能となるよう、作業環境、作業内容、

      作業時間、保護具の使用等について聞き取り等により調査を実施する。具体

      的な調査項目については以下のとおりとする。 

［調査項目］ 

・ 一次調査の内容の確認 

・ 作業環境の状況（作業環境の概要、発散抑制装置の稼働状況／保守点検状況

／配置、関連施設（洗浄設備、休憩室等）の状況等） 

・ 作業者の勤務体系（勤続年数、勤務シフトの状況） 

・ 作業従事状況（１シフトにおける作業者の従事作業／作業時間等） 

・ 保護具（種類、性能、装着・取扱い状況） 

・ 個人ばく露測定の対象者の選定 

・ 作業環境の測定実績の確認 

・ 設備の保守・点検の頻度 

・ 設備の清掃、修繕等非定常作業の作業概要（次回非定常作業の予定時期） 



表６ 調査様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ばく露濃度等の実測 

ばく露濃度の実測として、個人ばく露測定、作業環境測定（Ａ測定）及び

スポット測定を実施する。 

            

(ⅰ) 個人ばく露測定 

個人ばく暴露測定については、その測定結果から算定される８時間加

重平均濃度（ＴＷＡ8h）と有害性評価で算定された評価値とを比較し、

リスク評価を行うこととなる。このため、ばく露実態調査の対象事業場

において、ばく露が高いと思われる作業に従事している作業者を優先的

に選定して測定を実施することとする。 

測定対象者数は作業ごとに可及的に多いことが望ましいが、対象事業場

のうち、一部の事業場の一部の作業場所に偏り過ぎた測定にならないよう

に留意する。その際の目安としては、同一事業場の同一の作業から選定さ

れる被測定者の数は全数の３分の１を超えないようにする。 

測定手順は、以下のとおりとする。 

測定日 年 月 日( ) 天気： 気温：℃  

［作業場所の全体図］ ○作業環境の状況 

・概要 

・発散抑制装置 

 稼働状況：常時／作業時のみ／停止 

 配置：効果的／効果が低い 

 保守点検：定期的に実施／不定期 

      直近： 年 月、次回： 年 月 

・関連施設の整備状況 

 洗浄施設：有／無、休憩施設：有／無  

○作業者の勤務状況 

・作業者数：延べ   人 

・勤続年数：10年超 人、10～5 人、５～１ 人、

1年未満 人 

・勤務シフト：直数 ／日、１直当たり  時間 

○保護具の装着状況： 

・マスク：種類（    ）性能（     ） 

  装着（常時／作業時／使用せず） 

点検（毎日／○日毎／不定期） 

・保護手袋：種類（      ） 

装着（常時／作業時／使用せず） 

・保護衣：種類（      ） 

装着（常時／作業時／使用せず） 

※ 発生源、設備、排気装置、ドア、窓等の開口部、

作業者の位置・移動範囲、測定点を簡単に図示。 

○個人ばく露測定対象者： 人 

 ①氏名、②  、③  、④  ・・・・ 



［測定手順］ 

ａ サンプラーの選定 

ｂ 作業環境中の共存物質の確認 

  ＊ 共存物質は測定・分析上、妨害物質となる可能性があるので、 

対象物質の測定・分析が可能な方法を吟味する必要がある。 

ｃ 作業者に対する説明 

ｄ 呼吸域にサンプラーを装着（サンプラーの取扱い上の注意喚起＊を含

む。） 

＊ 液体捕集に用いられる捕集器具（インピンジャー等）については、

使用中に当該器具が破損した場合、捕集液に装着者等がばく露す

る危険性があるので、取扱いに係る注意を喚起する必要がある。 

ｅ 測定 

＊  測定は昼食・休憩の時間を含めないことが望ましい。また、午前

と午後でサンプラーを交換する２分割方式のサンプリングを行うか

どうかは、評価や分析の定量下限を考慮して決定することとし、ば

く露濃度が低い場合や測定機器の感度が十分でない場合は作業時間

中連続サンプリングでも可とする。 

ｆ 測定開始時刻及び終了時刻を記録 

ｇ サンプラーの回収・保管 

ｈ 測定・分析 

     

表７ 測定結果とりまとめ様式 

 

作

業

工

程 

作業名No. 作業

① 

作業

② 

作業

③ 

作業

④ 

 

作業の名称      

作業時刻      

 

事業場 

 

測定の有無（○又は×を記入） 

測定時間

（分) 

測定濃度 

（ppm、mg/㎥） 

TWA8h 

（ppm、mg/㎥） 

TWA測定時間当 

（ppm、mg/㎥） 

作

業

者

ａ 

サンプル①         

サンプル②         

         

合 計         

作

業

者

ｂ 

サンプル①         

サンプル②         

         

合 計         

作

業

者

ｃ 

サンプル①         

サンプル②         

         

合 計         

  



(ⅱ) 作業環境測定（Ａ測定） 

作業環境の測定については、個人ばく露測定におけるばく露の多寡に

係る要因分析及び環境改善の検討が可能となるよう、作業場の環境を把

握する目的で実施する。 

このため、測定対象作業場については、事前調査における聞き取り等

をもとに、作業者のばく露が予測される主要な作業場において実施する

こととする。測定方法については、作業環境測定基準（昭和５１年労働

省告示第４６号）に準じて実施するものとする。 

 

表８ 測定結果整理表 

工程名： 

 

作

業

工

程 

作業No. 作業① 作業② 作業③ 作業④ 

単位作業場所     

作業の名称     

 

作業時間 

（分） 

    

 

Ａ測定 

結 果 

ppm 

(mg/㎥) 

①     

②     

③     

④     

幾何 

平均 

    

＊ Ａ測定を実施した工程の欄に記入する。 

 

(ⅲ) スポット測定 

スポット測定については、個人ばく露測定におけるばく露の多寡に

係る要因分析が可能となるよう、作業による対象化学物質の発生レベ

ルを把握する。 

このため、測定対象作業については、事前調査における聞き取り等

をもとに、作業者のばく露が予測される作業を対象に実施することと

する。測定手順については、以下のとおりとする。 

  

［測定手順］ 

ａ サンプラーの選定 

ｂ 対象作業の特定 

ｃ 対象化学物質の発生源近傍にサンプラーを設置（屋外作業を含 

む。）サンプラーの設置は、風がある場合には風上風下の2点、

風向が一定しない場合には発生源を取り囲む4点とする。 

ｄ 測定時間は対象作業の開始から終了まで（最大20分） 

ｅ 測定場所、測定時刻及び測定時の概要を記録 

ｆ サンプラーの回収、保管 

ｇ 測定・分析 



＊ サンプラーに使用する捕集剤については、捕集容量に限度があり、

これを超えて捕集すれば、破過（捕集剤を通過した試料気中に対象物

質が漏れてくる現象）が起こり、正確な測定ができない。このため、

測定にあたっては、破過が生じない有効な捕集剤の選定が必要となる。 

［捕集剤の有効性の確認方法］ 

 捕集剤の有効性の確認は以下の方法で行う。 

ａ 評価値の 2倍の濃度の試料空気について、3測定時間（捕集開始

直後、各測定法の所定の測定時間後、同測定時間の 2倍の時間後）

捕集する。 

標準ガスの調製が難しい場合は、後述の脱着率の項にある方法

で標準試料を調製し、捕集時と同じ通気量で２測定時間通気し以

下の手順に従う。 

ｂ １測定時間当たり 5サンプル（ｎ＝５）を採る。 

ｃ 所定の脱着溶媒により脱着し、所定の分析法にて、捕集量を求

める。 

ｄ 捕集時間と捕集量のグラフを作成し、所定の時間の 2 倍の時間

捕集した場合にも捕集量の減衰が見られない場合には有効な捕

集剤と評価する。 

 

表９ 測定結果整理表 

 

事業場名： 

作

業

工

程 

作業No. 作業① 作業② 作業③ 作業④ 

作業の名称     

測定作業場所     

作業時刻 

時間（分） 

    

 

スポット 

測定結果 

ppm 

(mg/㎥) 

 

①     

②     

③     

④     

平均     

＊ スポット測定を実施した工程の欄に記入する。 

 

（ⅳ）局所排気装置等の有効性の確認 

局所排気装置を稼働して作業が行われている状態で、発散源近傍に

スモークテスターを置き、局所排気装置への気流を確認する。気流が

確認される場合は、同位置における流速を測定する。また、測定場

所の換気量（m3/h）についても可能な範囲で確認する。 



 

 (ウ) 測定方法の精度要件 

ばく露濃度等を測定する場合には、あらかじめ対象物質の捕集・分析方法

を策定するものとする。捕集・分析方法を策定する場合には、以下の精度要

件を満たすものとする。 

 

① 測定手法 

（ⅰ） 回収率：90％以上 

回収率は、90％以上であること。ただし、分析法によっては回収率90％

以上を求めることが困難な分析法もある。その場合には、出来るだけ回

収率が90％に近く、再現性の良い分析法を選定すること。その分析法で

求めた回収率をその分析法の回収率として用いる。回収率は試料空気の

捕集における捕集率と固体捕集における脱着溶液又は加熱による脱着に

おける脱着率及び分析試料の調整・保存の各過程におけるいわゆる回収

率の積として表される。液体捕集法においては一定の濃度の試料空気を

一定時間、一定流量で捕集液に通気し、得られる試料液中の測定対象物

質を定量し、その通気試料空気中の対象物質全量で除した値とする。具

体的には次の式により算定が可能である。 

 

Ｗ：液体捕集法においては捕集溶液中、固体捕集法においては脱

着溶液中に捕集された対象化学物質の量（μg） 

Ｑ：通気した試料空気の量（ℓ） 

Ｃ：試料空気中の対象化学物質の濃度（mg/㎥） 

 

（ⅱ） 脱着率：90％以上（固体捕集の場合のみ） 

脱着率は、90％以上であること。ただし、分析法によっては脱着率90％

以上を求めることが困難な分析法もある。その場合には、出来るだけ脱

着率が90％に近く、再現性の良い分析法を選定すること。その分析法で

求めた脱着率をその分析法の脱着率として用いる。 

対象化学物質を固体捕集管に捕集する場合（固体収集法）にあっては、

捕集管に対象化学物質を捕集した後、溶媒脱着又は、加熱脱着により、

脱着し分析することとなる。 

このため、対象化学物質と脱着溶媒の組み合わせごとに脱着率を検討

し、その結果に基づいて測定操作の条件を定める。溶媒脱着及び加熱脱

着における脱着率の検討は以下の方法により行う。 

なお、加熱脱着については、捕集管に捕集された対象化学物質のほぼ

全量を濃縮捕集することができるため、試料空気中の低濃度の化学物質

を分析する有効な方法である。但し、熱分解しやすい物質や沸点が高く

気化しにくい化学物質には向かないことから、当該方法の採用にあたっ

ては対象化学物質の試料空気中の濃度、物理化学的性質を考慮する必要

がある。 


